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１ 仲裁合意の意義（定義）について 

(1) 対象となる紛争の要件（仲裁適格）について 

 【仲裁検討会資料４のⅠ１参照】  

仲裁合意の意義（定義）に関し，仲裁の対象となる紛争の要件（紛争の仲裁

適格）について，どのように考えるか。 

（Ａ案）当事者が仲裁による解決を合意した紛争であって，仲裁合意が公序良



 

 2 

俗に反し，又は他の法律に照らし仲裁による解決ができないとされてい

ないもの（ニュージーランド仲裁法第１０条第(1)項参照）。 

（Ｂ案）処分可能性又は和解可能性が認められる権利又は法律関係についての

紛争であること（公催仲裁法第７８６条等参照）。 

 

【説明】 

モデル法（模範法）は，紛争の仲裁適格性には触れておらず，各国の立法及び

解釈に委ねられていると解される。 

 なお，同法は，「一定の法律関係」についての紛争を対象としているが，これ

は，対象となる紛争の外延を画する機能を有するにすぎず，仲裁適格を有するか

否かに係る紛争の性格を限定するものではないと解される。 

また，ニューヨーク条約第２条第１項の「仲裁による解決が可能である事項に

関する一定の法律関係」という表現も，仲裁適格の実質を表するものではないと

考えられる。 

仲裁法制の整備に当たり，仲裁適格についての規定を設けるべきであるとする

意見がある一方，当事者が合意して求めさえすれば仲裁を認めるべきであり，仲

裁判断について執行できるかどうかは別次元の問題であるとする見解もある。枠

内の例示は，前者の考え方に基づくものである。 

 

【コメント】 

 Ｂ案のように，権利又は法律関係の処分可能性又は和解可能性をメルクマール

とする考え方は，仲裁が当事者自治による紛争解決方法であることから，その対

象も当事者がみずから処分できるものとすることが必要十分であるとするもので

あり，仲裁の本質論に根ざしたものと評することができよう。ただし，この考え

方に対しては，「和解」とはどのような意味・性質を有するのか明らかでない，和

解可能性の有無によって限定を付すると実際にも仲裁の対象となる紛争又は事項

の範囲が狭小となるといった批判もあり，また，「処分することができる」とした

場合にも，具体的内容が明らかでないとの批判がある。 

 
（参考） 
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・ モデル法（模範法）第７条〔定義及び仲裁合意の方式〕 
「(1) 「仲裁合意」とは，契約に基づくか否かを問わず，一定の法律関係につき，当事
者間で既に生じたか又は生じうべき，すべての又はある種の紛争を仲裁に付託する旨の
当事者の合意をいう。仲裁合意は，契約中の仲裁条項又は別個の合意のいずれのかたち
によってもすることができる。」 

 
・ ニューヨーク条約第２条 
「１ 各締約国は，契約に基づくものであるかどうかを問わず，仲裁による解決が可能
である事項に関する一定の法律関係につき，当事者の間にすでに生じているか，又は
生ずることのある紛争の全部又は一部を仲裁に付託することを当事者が約した書面
による合意を承認するものとする。」 

 
・ ニュージーランド仲裁法（１９９６年〈平成８年〉制定。１９９７年〈平成９年〉施
行）第１０条〔紛争の仲裁適格〕 
「(1) 仲裁契約に基づいて当事者が仲裁に付託することを合意した紛争は，仲裁契約が
公序良俗に反しまたは他の何らかの法律に照らして当該紛争が仲裁で解決することが
できない場合を除き，仲裁でこれを決することができる。」 

 
・ 公催仲裁法第７８６条 
「一名又ハ数名ノ仲裁人ヲシテ争ノ判断ヲ為サシムル合意ハ当事者カ係争物ニ付キ和解
ヲ為ス権利アル場合ニ限リ其効力ヲ有ス」 
 

  ・ ドイツ法第１０２９条〔定義〕 
   「(1)  仲裁契約とは，当事者間で契約に基づく一定の法律関係又は契約に基づかない

一定の法律関係について生じている又は生ずるであろうすべての又はいくつかの紛争
を，仲裁裁判所の判断に付託する旨の当事者の合意をいう。」 

 
  ・ 韓国法第３条〔定義〕 
   「2. ”仲裁合意”とは，契約上の紛争であるか否かに関わらず，一定の法律関係に関

して，当事者間にすでに発生したかまたは将来発生しうる紛争の全部または一部を，仲
裁によって解決すると定める当事者間の合意を意味する。」 

 

 

(2) 仲裁合意のその他の要素について              【初出】 

 モデル法（模範法）第７条にならい，仲裁合意は，一定の法律関係について，

前記(1)の要件を満たし，かつ，契約に基づくものであると否とを問わず，既

に生じ，又は生じる可能性のある，あらゆる紛争若しくはある種類の紛争を仲

裁に付託する旨の当事者の合意をいうものとする。 

 

【説明】 

枠内に示した考え方は，仲裁適格の要件のほか，仲裁合意の対象となる紛争は，

契約に基づく法律関係から発生したものであると否とを問わないこと，現に発生
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している紛争のみならず将来の紛争をもその対象とすることができること，特定

の法律関係から生ずるものであれば，個別の紛争だけでなく，複数又は全部の紛

争をも対象とすることができること（この点で，将来の紛争について無限定に仲

裁合意を許容し，仲裁が当事者の予測を超える範囲に及び，裁判所において裁判

を受ける権利が不当に減殺されることを防止するため，紛争の源となる法律関係

の限定は必要である。）を意味するものである。 

 

【コメント】 

 仲裁に係る種々の概念についての定義規定を設ける場合には，仲裁合意の意義

（定義）も他の概念と合わせて同一の位置に規定するか，あるいは，仲裁合意に

関する他の事項とともに仲裁合意に関する規定の一部として設けるかもなお検

討する必要がある。 

 

（参考） 

・ モデル法第７条第(1)項（前掲） 
 
・ ドイツ法第１０２９条第(1)項（前掲） 
 
・ 韓国法第３条第２号（前掲） 

 

 

２ 仲裁合意の方式について 

(1) 仲裁合意の書面性について       【検討会資料４のⅠ２(1)参照】 

 モデル法（模範法）第７条第(2)項にならい，仲裁合意は，書面によってし

なければならないものとする。 

 
（参考） 
・ モデル法（模範法）第７条〔定義及び仲裁合意の方式〕 
「(2) 仲裁合意は，書面によらなければならない。〈以下，略〉」 
 
・ ニューヨーク条約第２条 
「(1)  各締約国は，契約に基づくものであるかどうかを問わず，仲裁による解決が可能
である事項に関する一定の法律関係につき，当事者の間にすでに生じているか，又は生ず
ることのある紛争の全部又は一部を仲裁に付託することを当事者が約した書面による合意
を承認するものとする。」 
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・ ドイツ法第１０３１条〔仲裁契約の方式〕 
「(1) 仲裁契約は，当事者によって署名された文書…中略…において記載されていなけれ
ばならない。」 
 
・ 韓国法第８条〔仲裁合意の方式〕 
「(2)  仲裁合意は書面によらなければならない。」 

 

(2) 仲裁合意の「書面」の意義，範囲等について【検討会資料４のⅠ２(2)参照】 

 モデル法（模範法）の改正案に準じ，次のような媒体等は，仲裁合意におけ

る書面要件を満たすものとしたうえ，「書面」の意義を含む規定振り，消費者

が一方当事者となる場合の特則の要否等について，なお検討を継続する。 

ア 両当事者の署名した文書，交換された書状 

イ 電子的，光学的若しくはこれらと類似する方法で作成され，送受信される

等した情報であり，合意の記録となり，又は後の参照に供することのできる

もの。たとえば，テレックス，電報，ファクシミリ，電子データ交換（ＥＤ

Ｉ），電子メールなど。 

 

【説明】 

・ 現在，ＵＮＣＩＴＲＡＬ仲裁作業部会において，仲裁合意の書面要件につい

ての改正作業が行われており，その動向をみつつ，検討する必要がある。 

・ 近時の通信手段の発達，隔地者間取引の形態の変容等にかんがみ，書面の範

囲を電子媒体等に拡充することが適切であると考えられる。 

 その場合には，「書面」の定義や規定振りについて，更に検討する必要がある

（将来，新しい通信手段が普及した場合にも対応することができるようにする

必要もあろう。）。 

・ 他方，例えば，一方が消費者である場合について，当事者間の利害の妥当な

規律を図る必要があると考えられ，このような場合の仲裁合意の在り方につい

ては，なお検討を加える必要がある。 

 
（注） 
 電子データ交換（ＥＤＩ）とは，異なる組織間で，取引のための情報を，通信回線を介
して標準的な規約を用いて，コンピュータ間で交換することである。 
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（参考） 
・ モデル法（模範法）第７条〔定義及び仲裁合意の方式〕 
「(2) 仲裁合意は，書面によらなければならない。合意は，それが両当事者の署名した
文書，交換された書状，テレックス，電報その他隔地者通信手段で合意の記録となるも
の，…中略…に含まれているときは，書面によるものとされる。〈以下，略〉」 
 

  ・ モデル法（模範法）第７条改正案（抄）（２００２年〈平成１４年〉３月に開催された
ＵＮＣＩＴＲＡＬ作業部会用資料による。訳は，事務局による試訳である。） 
「(2) 仲裁合意は，書面によってしなければならない。「書面」には，［有形の］合意の
記録となり，又は［それ以外の］後の参照に供することのできる利用可能なデータメッ
セージの形式によるものを含む。」 
 
・ ドイツ法第１０３１条〔仲裁契約の方式〕 

   「(1) 仲裁契約は，当事者によって署名された文書において又は当事者間で交換された
文書，テレックス，電報若しくは仲裁契約の証明を保証するその他の通信手段において
記載されていなければならない。」 

 
  ・ 韓国法第８条〔仲裁合意の方式〕 
   「(3) 次の各号の１に該当する場合には，書面による仲裁合意であるとみなす。 

１．当事者が署名した文書に仲裁合意が含まれている場合 
２．書信，電報，模写電送及びその他の通信手段の交換に仲裁合意が含まれている
場合」 

 

 

(3) 申立書及び答弁書において，一方当事者が仲裁合意の存在を主張し，他方当

事者がこれを否認しない場合の取扱いについて【検討会資料４のⅠ２(3)参照】 

ア モデル法（模範法）第７条第(2)項にならい，仲裁の申立書（あるいは申

立人の請求及び主張の記載書面）及び答弁書（あるいは相手方の答弁及び主

張の記載書面）が交換され，それらの書面において，一方当事者が仲裁合意

の存在を主張し，他方当事者がこれを否認していない場合には，書面による

仲裁合意があるものとする。 

イ 仲裁の目的たる権利又は法律関係について訴訟が提起され，被告が仲裁合

意の存在を妨訴抗弁として主張したのに対し，原告がこれを争わない場合

（明示に認める場合と争うことを明らかにしない場合とがありうる。）にも，

書面による仲裁合意があるものとすべきかについて，なお検討する。 

 

【説明】 

 仲裁手続内でやりとりされた書面の記載から仲裁合意の存在について当事者
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間に争いがないことが看取される場合には，モデル法（模範法）第７条第(2)項

にならい，書面による仲裁合意があるものとして差し支えないものと解される

（格別の方式を要求しない現行公催仲裁法下での事案であるが，最判昭和４７年

１０月１２日民集２６巻８号１４４８頁は，仲裁申立てを受けた者が，仲裁手続

の意味を理解したうえ，期日に出頭し，仲裁人の面前で仲裁合意の不存在を主張

することなく本案の陳述をしたケースに関し，仲裁合意の黙示の成立を認めたも

のである。）。 

 これに対し，訴訟において，被告が仲裁合意の存在を主張し，原告がこれを争

うことを明らかにしないといった場合については，訴訟を提起したこと自体が仲

裁合意を肯認しない趣旨の顕れであるのが通常と考えられることから，その取扱

いについては，なお検討する必要がある。 

 
（参考） 
・ モデル法（模範法）第７条〔定義及び仲裁合意の方式〕 
「(2)  仲裁合意は，書面によらなければならない。合意は…中略…交換された申立書及
び答弁書であって，そのなかで一方の当事者が合意の存在を主張し，他の当事者によっ
て否認されていないものに含まれているときは，書面によるものとされる。〈以下，略〉」 
 
※ モデル法（模範法）第７条第(2)項にいう「交換された申立書及び答弁書」について
は，ＵＮＣＩＴＲＡＬのモデル法（模範法）採択時の議論の議事録によると，仲裁手続
におけるものに限定したものであるかについては，必ずしも明らかではないようである。 
 
・ 英国法第５条〔書面による合意〕 
「(5)  書面による方法以外の仲裁合意の存在を主張する一方当事者から他方の当事者
に対しての仲裁手続又は訴訟手続に於いて，他方当事者の答弁の際，他方当事者が仲裁
合意の存在を否認しなかった場合はこれらの当事者の間で申立てられた趣旨による書
面による合意となる。」 
 

  ・ ドイツ法第１０３１条〔仲裁契約の方式〕 
   「(6)  方式の瑕疵は，仲裁裁判所における本案の弁論に応答したことにより治癒され

る。」 
 
  ・ 韓国法第８条〔仲裁合意の方式〕 
   「(3)  次の各号の１に該当する場合には，書面による仲裁合意であるとみなす。 

３． 一方当事者が当事者間に交換された文書の内容に仲裁合意が存することを主張
し，相手方がこれを争わない場合」 

   
・仲裁法試案２００１年改訂（平成１４年。仲裁研究会）第７条〔方式〕 

   「(2) 次の各号に定める場合には，書面による仲裁契約があるものとする。 
     １ 仲裁契約が当事者の署名した文書，郵便，電報，テレックス，ファクシミリそ

の他の通信手段によって交換された書面によってされたとき。 
     ２ 仲裁申立書又は訴訟の答弁書において当事者の一方が仲裁契約のあることを主
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張し，他方の当事者がこれを争わないとき。」 

 

 

(4) 仲裁条項を含む文書を引用する場合について【検討会資料４のⅠ２(4)参照】 

 モデル法（模範法）第７条第(2)項にならい，当事者が取引等の契約を締結

し，その契約において仲裁条項を含む文書に言及している場合には，その契約

が書面でされ，かつ，その言及が当該仲裁条項をその契約の一部とする趣旨の

ものである場合には，当事者間に仲裁合意があるものとする。 

 このような契約の当事者の一方が消費者である場合の規律について，なお検

討する。 

 

【説明】 

 一般に，本体契約とは別個の文書を引用して当該契約を締結する場合には，当

該文書に記載された事項を契約の一部とする趣旨に出たものと解される。 

 この理は，仲裁条項が記載された別個の文書を引用する場合も変わりはなく，

モデル法（模範法）のような規律には相応の根拠が見いだされる。しかし，仲裁

合意の成立が実質的に訴権の放棄を意味することから，その条項を確実に契約内

容の一部とする趣旨に基づくものであることが必要であろう（この点については，

仲裁条項を含む文書への言及が単に一般的指示文言で引用すれば足りるか，ある

いは，紛争解決について特定の仲裁条項によるとの特定した引用でなければなら

ないかについても議論がある。）。 

 これに関連し，このような他文書引用型の契約の一方当事者が消費者である場

合の規律について，なお検討する必要がある。 

 

【コメント】 

 ＵＮＣＩＴＲＡＬ仲裁作業部会では，本体契約そのものが口頭で締結された場

合にあっても，これによって引用される仲裁条項等が書面に記載されている場合

には書面性の要件を満たすものとする方向でのモデル法（模範法）の改正が検討

されている。もっとも，この種の仲裁合意が問題となるのは，サルベージ契約等

特定の分野についてのもののようであり，同作業部会での検討状況を注視しつつ，
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なお検討する必要がある。 

 

 

３ 仲裁合意の分離可能性について      【検討会資料４のⅢ１参照】 

 モデル法（模範法）に準じ，当事者間の取引等の契約に関して生ずる紛争を

対象とする仲裁合意は，当該契約とは独立しており，当該契約が無効であり，

又は取り消された場合にも，当然には仲裁合意の効力は失われない旨の規定を

設けるものとする。 

 

【説明】 

一般に，仲裁合意は，対象とする取引契約等（以下，本稿において，便宜上「主

たる契約」という。）とは独立しており，主たる契約の効力に左右されないと解

されている。そこで，この点を明らかにする規定を設けることが考えられる。 

 もっとも，モデル法（模範法）は，このような仲裁合意の分離可能性について，

第１６条〔仲裁廷の管轄に関する決定権限〕第(1)項において，仲裁廷が自己の

管轄権（事件の審理判断権限）について決定する権限を有する旨の定めに続けて

規定している。しかしながら，仲裁合意の分離可能性が問題となるのは，仲裁廷

の自己の管轄権が問題とされる場面には限られないため，仲裁合意について規定

する部分に併せて規定することが考えられる。 

 
（参考） 
・ モデル法（模範法）第１６条〔仲裁廷の管轄に関する決定権限〕 
「(1)  仲裁廷は，仲裁合意の存在又は効力に関する異議を含む自己の管轄に関して決定
する権限を有する。この場合，契約の一部を構成する仲裁条項は，契約の他の条項から独
立した合意として扱われる。契約を無効とする仲裁廷の決定は，法律上当然に仲裁条項を
無効とするものではない。」 
 
・ ドイツ法第１０４０条〔仲裁裁判所の自己の管轄権を決定する権限〕 
「(1)  仲裁裁判所は，自己の管轄権について及びこれに関係する仲裁契約の成立又は有
効性について裁判することができる。この場合には，仲裁条項は，仲裁契約の他の条項か
ら独立した合意として扱われる。」 
 
・ 韓国法第１７条〔仲裁判断部の判断権限に関する決定〕 
「(1)  仲裁判断部は，自己の権限およびこれに関連した仲裁合意の存否または有効性に
対する異議に対して，決定をすることができる。この場合，仲裁合意が仲裁条項の形式と
してなされているときには，契約の中のその他の条項の効力は，仲裁条項の効力に影響を



 

 10 

与えない。」 

 

 

４ 妨訴抗弁について 

仲裁合意の対象となっている権利又は法律関係を目的とする訴えが提起され

た場合において，このような仲裁合意の存在が認められると，訴えの利益が否定

され，訴訟要件を欠くこととなるとされている。そこで，このような仲裁合意が

妨訴抗弁として主張される場合に関し，次の諸点を検討する。 

 

(1) 主張時期について          【検討会資料４のⅡ１(2)参照】 

 仲裁合意が存することを妨訴抗弁として主張することができる時期につい

て，どのように考えるか。 

（Ａ案） モデル法（模範法）第８条第(1)項に準じ，被告は，訴訟の口頭弁

論等において，留保なく本案について答弁したときは，妨訴抗弁として

仲裁合意の存在を主張することができなくなるものとする。 

（Ｂ案） モデル法（模範法）第８条第(1)項とは異なり，被告が本案につい

て答弁した後にあっても，妨訴抗弁の主張が時機に後れ訴訟の完結を遅

延させるものあるいは信義則に照らして許されないと考えられるもの

でない場合には，口頭弁論終結に至るまで，これを主張することができ

るものとする。 

 

【コメント】 

・ モデル法（模範法）第８条第(1)項は，本案に関する自己の最初の陳述より

前に仲裁合意があることを申し立てるべきことを規定するが，民事訴訟におい

ては，本案前の抗弁を主張しつつ，本案についての答弁及び認否反論がされる

のが通常であり，本事項に関しても，被告が仲裁合意が存する旨を主張しつつ

本案について弁論することは可能と考えられる。 

・ Ｂ案は，これと趣旨を同じくする裁判例（東京地判昭和４８年１０月２９日

判例時報７３６号６５頁）を参考としたものである。 

・ Ａ案又はＢ案いずれの立場にあっても，具体的な仲裁合意の存在の主張の許
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否については，各事例ごとに被告の応訴態度や諸事情を考慮して決せられるこ

とになろう。 

 
（参考） 
・ モデル法（模範法）第８条〔仲裁合意と裁判所における実体的権利の主張〕 
「(1) 仲裁合意の対象である事項について訴えの提起を受けた裁判所は，当事者の一方が
本案に関する自己の最初の陳述より前にその旨申し立てたならば，仲裁に付託すべき旨を
当事者に命じなければならない。但し，裁判所が，合意が無効であるか，効果を生じえな
いか，履行が不可能であると認める場合にはこの限りでない。」 
 
・ ドイツ法第１０３２条〔仲裁契約の存在と裁判所への訴えの提起〕 
「(1) 裁判所に仲裁契約の対象とされる事件について訴えが提起された場合には，被告が
本案について口頭弁論の開始までに異議を述べる限り，裁判所は，訴えを不適法として却
下しなければならない。ただし，裁判所が，仲裁契約を不成立，無効又は実行不能である
とした場合は，この限りでない。」 
 
・ 韓国法第９条〔仲裁合意と裁判所への提訴〕 
「(1) 仲裁合意の対象たる紛争に関して訴えが提起された場合，被告が仲裁合意存在の抗
弁を提出するときには，裁判所はその訴えを却下しなければならない。ただし，仲裁合意
が不存在・無効であるかまたは効力を喪失もしくはその履行が不可能な場合には，この限
りでない。 
 (2) 被告は，第１項の抗弁を最初の弁論をするまで提出しなければならない。」 

 

 

(2) 妨訴抗弁の効果（訴訟の帰趨）について 【検討会資料４のⅡ１(1)参照】 

 モデル法（模範法）第８条第(1)項の規律とは異なり，ドイツ法第１０３２

条第(1)項及び韓国法第９条第(1)項にならい，仲裁合意が認められるときは，

裁判所は，訴えを却下するものとする。 

 

【説明】 

モデル法（模範法）第８条第(1)項は，仲裁合意が認められるときには，裁判

所は，当事者に対し，仲裁に付託すべき旨を命じなければならないとするが，日

本の裁判制度の下でこのような仕組みを直ちに設けることができるかについて

は，慎重な検討を要するところである。 

 これに対し，ドイツ法第１０３２条第(1)項及び韓国法第９条第(1)項は，いず

れも訴えを却下すべきものとする。 

このような場合には，訴訟要件としての訴えの利益が認められないことになる
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ことからすると，訴えを却下するものとするのが論理的帰結であろう。 

 

 【コメント】 

訴え却下とする考え方に対しては，時効中断効が失われる（民法第１４９条参

照）難点があるとの指摘がある。しかしながら，判例上「裁判上の催告」の概念

が認められ（最判昭和３８年１０月３０日民集１７巻９号１２５２頁ほか），これ

によれば，訴訟係属中は催告としての効力が継続しており，訴えが却下されても，

却下後６か月以内に仲裁の申立て等仲裁手続上の所要の措置を講ずることにより，

時効中断効が維持されうるものと解される（民法第１５３条参照）。 

 
（参考） 
・ モデル法（模範法）第８条第(1)項（前掲） 
 
・ ドイツ法第１０３２条〔仲裁契約の存在と裁判所への訴えの提起〕第(1)項（前掲） 
 
・ 韓国法第９条〔仲裁合意と裁判所への提訴〕第(1)項（前掲） 
 

 

 

(3) 仲裁廷の手続続行権について                【初出】 

 モデル法（模範法）第８条第(2)項にならい，仲裁合意の対象となっている

権利又は義務を目的とする訴えが提起され，係属している間においても，仲裁

廷は，仲裁手続を開始し，又は続行し，仲裁判断をすることができるものとす

る。 

 

【説明】 

 枠内に示した考え方は，仲裁廷は，諸事情を考慮して，仲裁手続を遂行するこ

とも，仲裁合意をめぐる裁判所の判断を待つこともできるとするものである。こ

れは，裁判所への申立てが仲裁手続遅延に利用されるおそれを防止し，仲裁手続

の迅速な進行と事件の解決を図る必要がある一方，裁判所の手続と並行して仲裁

手続を進めても，仲裁合意が裁判所によって無効とされた場合に仲裁手続が徒労

に帰する損失を回避する必要があることにかんがみ，これらの要請を調和するた
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め，仲裁廷の裁量において適切な措置を講じることを期待したものである。 

 

【コメント】 

 枠内に示した考え方のように，仲裁廷の独立の判断による仲裁手続の続行を認

める場合にあっては，仲裁廷の判断と訴訟に係る受訴裁判所の判断が異なる場合

が生じうる。これをどのように調整するかについては，困難な問題があり，規定

の要否を含めなお検討を継続する必要がある。 

 
（参考） 
・ モデル法（模範法）第８条〔仲裁合意と裁判所における実体的権利の主張〕 
「(2) 本条(1)項にいう訴が提起された場合，争いが裁判所に係属している間も，それに
かかわらず〔仲裁廷は〕仲裁手続を開始又は続行し，判断をくだすことができる。」 
 
・ ドイツ法第１０３２条〔仲裁契約の存在と裁判所への訴えの提起〕 
「(3) 第１項又は第２項の手続が係属するときでも，仲裁手続を開始し，又は続行し，仲
裁判断をすることができる。」 
 
・ 韓国法第９条〔仲裁合意と裁判所への提訴〕 
「(3) 第１項の訴えが裁判所に係属する場合にも，仲裁判断部は仲裁手続を開始若しくは
進行し，又は仲裁判断を下すことができる。」 

 

 

５ 裁判所に対する保全処分の申立てについて          【初出】 

 モデル法（模範法）第９条にならい，仲裁合意がある場合においても，当事

者は，仲裁手続の開始前又は仲裁手続中に，裁判所に対し，民事保全法（平成

元年法律第９１号）の民事保全手続に関する申立て等を行うこと，及び裁判所

がこの申立てに基づいて民事保全の命令，執行等を行うことができるものと

し，その趣旨を表す規定を設けるものとする。 

 

【説明】 

 本文に示した考え方は，仲裁合意と裁判所による保全処分が両立するものであ

るとの原則を示すものである。 

 なお，民事保全法第３７条第５項は，起訴命令に関し，「本案に関し仲裁契約が

あるときは仲裁手続の開始の手続を」「本案の訴えの提起とみなす。」としており，
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裁判所による保全処分が可能であることを明らかにしている。 

 

【コメント】 

 仲裁廷による暫定的な措置を許容する場合には，裁判所による保全処分との調

整等をどう図るかも問題となり，規定の要否を含めなお検討する必要がある。 

 
（参考） 
・ モデル法（模範法）第９条〔仲裁合意と裁判所による暫定措置〕 
「当事者が仲裁手続の前又は手続中に暫定保全措置を申し立てること，及び裁判所がかか
る措置を認めることは，仲裁合意に抵触しない。」 
 
・ドイツ法第１０３３条〔仲裁契約と裁判所の保全処分〕 
「仲裁契約によって，裁判所が，仲裁手続前又は仲裁手続中に当事者の申立てに基づいて
仲裁手続の対象について暫定的措置又は保全的措置を命ずることを妨げられることはな
い。」 
 
・韓国法第１０条〔仲裁合意と裁判所の保全処分〕 
「仲裁合意の当事者は，仲裁手続開始前または進行中に裁判所に保全処分を申請すること
ができる。」 

 


